
綾瀬市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例助成金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、特定教育・保育施設等が、新型コロナウイルス感染症への対応

と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く保育士・幼稚園教諭等の処遇改

善のため、賃上げ効果が継続される取組みを行うことを前提として、令和４年２月

から収入を３％程度（月額９，０００円）引き上げるための措置を実施する場合に、

その費用の全部又は一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。 

 （助成対象者） 

第２条 助成金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる施設の設置者又は当該施設

長とする。 

 (1) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３５条第４

項の規定による認可を受けた法第３９条第１項に規定する保育所 

 (2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成１８年法律第７７号）第１７条第１項の規定による認可を受けた幼保連携型認

定こども園 

 (3) 法第３４条の１５第２項の規定による認可を受けた法第６条の３第１０項に規

定する小規模保育事業を行う施設 

(4) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する幼稚園（子ども・子

育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項に規定する特定教育・保

育施設に限る。） 

（助成事業） 

第３条 助成金の交付の対象となる事業は、令和４年２月から９月までの間、前条に

規定する施設に勤務する職員（非常勤職員を含み、法人役員を兼務する施設長を除

く。）に対して３％程度（月額９，０００円）の賃金改善を行う事業とする。 

 （助成対象経費） 

第４条 助成金の交付の対象となる事業の実施に際し支出される経費のうち、助成金

の算定に当たって対象となる経費は、保育士・幼稚園教諭等の賃金改善を行うため

に必要な費用及び令和３年度人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容が令和４

年度の公定価格に反映された場合に、それにより見込まれる公定価格の減額分に対



応するための費用とする。 

 （助成金の額） 

第５条 助成金の額は、別表に定める算式により算定した額を合計した額と、実支出

額とを比較しどちらか少ない額とする。 

（助成金の申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者は、綾瀬市保育士・幼稚園教諭等処遇改善

臨時特例助成金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長が別に

定める日までに申請しなければならない。 

(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書（第２号様式） 

(2) 賃金改善内訳（職員別内訳）（第３号様式） 

(3) 同一事業者内における拠出見込額・受入見込額一覧表（第４号様式） 

（助成金の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、当該申請に係る書類

の内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認めるときは、助成金の交

付を決定し、綾瀬市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例助成金交付決定通知書

（第５号様式）により通知するものとする。 

 （変更交付の申請） 

第８条 前条の規定による助成金の交付の決定を受けた者は、助成金の交付申請額を

変更しようとするときは、綾瀬市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例助成金変

更交付申請書（第６号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければな

らない。 

(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書（第２号様式） 

(2) 賃金改善内訳（職員別内訳）（第３号様式） 

(3) 同一事業者内における拠出見込額・受入見込額一覧表（第４号様式） 

 （変更交付の決定） 

第９条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、当該申請に係る書類

の内容を審査し、助成金を変更交付することが適当であると認めるときは、助成金

の変更交付を決定し、綾瀬市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例助成金変更交

付決定通知書（第７号様式）により通知するものとする。 

 （実績報告） 



第１０条 助成金の交付の決定を受けた者は、綾瀬市保育士・幼稚園教諭等処遇改善

臨時特例助成金実績報告書（第８号様式）に、次に掲げる書類を添えて、市長が別

に定める期日までに提出しなければならない。 

(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書（第９号様式

） 

(2) 賃金改善内訳（職員別内訳）（第１０号様式） 

(3) 同一事業者内における拠出実績額・受入実績額一覧表（第１１号様式） 

 （助成金の請求） 

第１１条 助成金の交付の決定を受けた者は、助成事業が完了したときは、綾瀬市保

育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例助成金請求書（第１２号様式）を市長に提出

しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに助成金を交付するものと

する。 

 （書類の整備等） 

第１２条 助成金の交付を受けた者は、助成事業に係る費用の経理状況を明らかにし

た帳簿を備え、かつ、それらに関する証拠書類を整備し、保管するものとする。 

２ 前項の帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して５

年間保管するものとする。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年３月１７日から施行し、令和４年２月１日から適用する。 

 



別表 

（注）年齢別平均利用児童数については、令和３年度における各月初日の利用児童数

（広域利用の児童数を含む。）の総数を１２で除して得た数をいう。なお、算出

にあたっては、令和３年１２月までは実績値とし、令和４年１月以降は推計値と

する。 

 

区分 基 準 額 対 象 経 費 対象期間 

賃金改善部分 
補 助 基 準 額 （ 別

紙）×年齢別平均

利用児童数×事業

実施月数 

保育士・幼稚園教

諭等処遇改善臨時

特例事業の実施に

必要な経費 

令和４年２月から

令和４年９月まで 

国家公務員給与改

定対応部分 

令和４年４月から

令和４年９月まで 



別紙 

１ 保育所 

定員区分 年齢区分 賃金改善部分 
国家公務員給与改定対

応部分 

２０人 

４ 歳 以 上 児 ４，２４０円 ９７０円 

３ 歳 以 上 児 ４，６７０円 １，０８０円 

１ 、 ２ 歳 児 ６，０７０円 １，４１０円 

乳 児 ８，３５０円 ２，１００円 

２１人から 

３０人まで 

４ 歳 以 上 児   ２，９８０円 ７２０円 

３ 歳 以 上 児 ３，４１０円 ８４０円 

１ 、 ２ 歳 児   ４，８００円 １，１９０円 

乳 児 ７，０８０円 １，８９０円 

３１人から 

４０人まで 

４ 歳 以 上 児 ２，３００円 ５９０円 

３ 歳 以 上 児 ２，７３０円 ７１０円 

１ 、 ２ 歳 児 ４，１３０円 １，０６０円 

乳 児 ６，４１０円 １，７５０円 

４１人から 

５０人まで 

４ 歳 以 上 児 ２，２００円 ４８０円 

３ 歳 以 上 児 ２，６３０円 ５９０円 

１ 、 ２ 歳 児 ４，０２０円 １，０３０円 

乳 児 ６，３００円 １，７２０円 

５１人から 

６０人まで 

４ 歳 以 上 児 １，９１０円 ４１０円 

３ 歳 以 上 児 ２，３４０円 ５２０円 

１ 、 ２ 歳 児 ３，７３０円 ９８０円 

乳 児 ６，０１０円 １，６７０円 

６１人から 

７０人まで 

４ 歳 以 上 児 １，７００円 ３７０円 

３ 歳 以 上 児 ２，１３０円 ４８０円 

１ 、 ２ 歳 児   ３，５２０円 ８２０円 

乳 児 ５，８００円 １５００円 

７１人から ４ 歳 以 上 児 １，５４０円 ４５０円 



８０人まで ３ 歳 以 上 児 １，９７０円 ５６０円 

１ 、 ２ 歳 児 ３，３７０円 ７８０円 

乳 児 ５，６５０円 １，４７０円 

８１人から 

９０人まで 

４ 歳 以 上 児 １，４２０円 ４１０円 

３ 歳 以 上 児 １，８５０円 ５２０円 

１ 、 ２ 歳 児 ３，２５０円 ７６０円 

乳 児 ５，５３０円 １，４５０円 

９１人から 

１００人まで 

４ 歳 以 上 児 １，２９０円 ２６０円 

３ 歳 以 上 児 １，７２０円 ３７０円 

１ 、 ２ 歳 児 ３，１１０円 ７００円 

乳 児 ５，３９０円 １，３９０円 

１０１人から１

１０人まで 

４ 歳 以 上 児 １，２１０円 ２５０円 

３ 歳 以 上 児 １，６４０円 ３７０円 

１ 、 ２ 歳 児 ３，０４０円 ６９０円 

乳 児 ５，３２０円 １，３８０円 

１１１人から１

２０人まで 

４ 歳 以 上 児 １，１５０円 ２３０円 

３ 歳 以 上 児 １，５８０円 ３４０円 

１ 、 ２ 歳 児 ２，９７０円 ６８０円 

乳 児 ５，２５０円 １，３６０円 

１２１人から１

３０人まで 

４ 歳 以 上 児 １，１００円 ２１０円 

３ 歳 以 上 児 １，５３０円 ３３０円 

１ 、 ２ 歳 児 ２，９２０円 ６６０円 

乳 児 ５，２００円 １，３５０円 

１３１人から１

４０人まで 

４ 歳 以 上 児 １，０５０円 ２３０円 

３ 歳 以 上 児 １，４８０円 ３５０円 

１ 、 ２ 歳 児 ２，８７０円 ６７０円 

乳 児 ５，１５０円 １，３５０円 

１４１人から１

５０人まで 

４ 歳 以 上 児 １，０１０円 ２００円 

３ 歳 以 上 児 １，４４０円 ３２０円 



 

２ 認定こども園（保育認定） 

１ 、 ２ 歳 児 ２，８３０円 ６５０円 

乳 児 ５，１１０円 １，３４０円 

１５１人から１

６０人まで 

４ 歳 以 上 児 １，０６０円 ２００円 

３ 歳 以 上 児 １，４９０円 ３１０円 

１ 、 ２ 歳 児 ２，８８０円 ６５０円 

乳 児 ５，１６０円 １，３３０円 

１６１人から１

７０人まで 

４ 歳 以 上 児 １，０２０円 ２００円 

３ 歳 以 上 児 １，４５０円 ３１０円 

１ 、 ２ 歳 児 ２，８５０円 ６４０円 

乳 児 ５，１３０円 １，３２０円 

１７１人以上 

４ 歳 以 上 児 ９９０円 ２９０円 

３ 歳 以 上 児 １，４２０円 ４００円 

１ 、 ２ 歳 児 ２，８１０円 ６４０円 

乳 児 ５，０９０円 １，３３０円 

定員区分 年齢区分 賃金改善部分 
国家公務員給与改定対

応部分 

１０人まで 

４ 歳 以 上 児 ６，７６０円 １，９２０円 

３ 歳 以 上 児 ７，１８０円 ２，０３０円 

１ 、 ２ 歳 児 ８，５８０円 ２，２２０円 

乳 児 １０，８６０円 ２，９１０円 

１１人から 

２０人まで 

４ 歳 以 上 児 ４，０２０円 １，０５０円 

３ 歳 以 上 児 ４，４４０円 １，１６０円 

１ 、 ２ 歳 児 ５，８４０円 １，４５０円 

乳 児 ８，１２０円 ２，１４０円 

２１人から 

３０人まで 

４ 歳 以 上 児 ２，８３０円 ６９０円 

３ 歳 以 上 児 ３，２５０円 ８００円 

１ 、 ２ 歳 児 ４，６５０円 １，１８０円 



乳 児 ６，９３０円 １，８７０円 

３１人から 

４０人まで 

４ 歳 以 上 児 ２，１９０円 ５７０円 

３ 歳 以 上 児 ２，６１０円 ６８０円 

１ 、 ２ 歳 児 ４，０１０円 ９６０円 

乳 児 ６，２９０円 １，６５０円 

４１人から 

５０人まで 

４ 歳 以 上 児 ２，０８０円 ５５０円 

３ 歳 以 上 児 ２，５００円 ６７０円 

１ 、 ２ 歳 児 ３，９００円 １，０００円 

乳 児 ６，１８０円 １，７２０円 

５１人から 

６０人まで 

４ 歳 以 上 児 １，８００円 ５７０円 

３ 歳 以 上 児 ２，２３０円 ６８０円 

１ 、 ２ 歳 児 ３，６３０円 ８７０円 

乳 児 ５，９１０円 １，５６０円 

６１人から 

７０人まで 

４ 歳 以 上 児 １，６１０円 ５１０円 

３ 歳 以 上 児 ２，０３０円 ６２０円 

１ 、 ２ 歳 児 ３，４３０円 ８２０円 

乳 児 ５，７１０円 １，５１０円 

７１人から 

８０人まで 

４ 歳 以 上 児  １，４７０円 ３７０円 

３ 歳 以 上 児 １，８９０円 ４８０円 

１ 、 ２ 歳 児 ３，２９０円 ９００円 

乳 児 ５，５７０円 １，５９０円 

８１人から 

９０人まで 

４ 歳 以 上 児 １，３５０円 ３６０円 

３ 歳 以 上 児 １，７８０円 ４７０円 

１ 、 ２ 歳 児 ３，１８０円 ７６０円 

乳 児 ５，４６０円 １，４４０円 

９１人から 

１００人まで 

４ 歳 以 上 児 １，２３０円 ２９０円 

３ 歳 以 上 児 １，６５０円 ４００円 

１ 、 ２ 歳 児 ３，０５０円 ７２０円 

乳 児 ５，３３０円 １，４１０円 



１０１人から 

１１０人まで 

４ 歳 以 上 児 １，１６０円 ２７０円 

３ 歳 以 上 児 １，５８０円 ３８０円 

１ 、 ２ 歳 児 ２，９８０円 ７９０円 

乳 児 ５，２６０円 １，４８０円 

１１１人から１

２０人まで 

４ 歳 以 上 児 １，１００円 ３９０円 

３ 歳 以 上 児 １，５２０円 ５００円 

１ 、 ２ 歳 児 ２，９２０円 ６９０円 

乳 児 ５，２００円 １，３７０円 

１２１人から１

３０人まで 

４ 歳 以 上 児 １，０５０円 ２４０円 

３ 歳 以 上 児 １，４７０円 ３５０円 

１ 、 ２ 歳 児 ２，８７０円 ７７０円 

乳 児 ５，１５０円 １，４６０円 

１３１人から１

４０人まで 

４ 歳 以 上 児 １，０１０円 ２５０円 

３ 歳 以 上 児 １，４３０円 ３６０円 

１ 、 ２ 歳 児 ２，８３０円 ６７０円 

乳 児 ５，１１０円 １，３５０円 

１４１人から１

５０人まで 

４ 歳 以 上 児 ９７０円 ２３０円 

３ 歳 以 上 児 １，３９０円 ３４０円 

１ 、 ２ 歳 児 ２，７９０円 ６５０円 

乳 児 ５，０７０円 １，３４０円 

１５１人から１

６０人まで 

４ 歳 以 上 児 １，０２０円 ２３０円 

３ 歳 以 上 児 １，４４０円 ３４０円 

１ 、 ２ 歳 児 ２，８４０円 ６５０円 

乳 児 ５，１２０円 １，３４０円 

１６１人から１

７０人まで 

４ 歳 以 上 児 ９９０円 ２１０円 

３ 歳 以 上 児 １，４１０円 ３２０円 

１ 、 ２ 歳 児 ２，８１０円 ７６０円 

乳 児 ５，０９０円 １，４４０円 

１７１人以上 ４ 歳 以 上 児 ９６０円 ２１０円 



 

 

３ 認定こども園（教育標準時間） 

３ 歳 以 上 児 １，３８０円 ３２０円 

１ 、 ２ 歳 児 ２，７８０円 ６４０円 

乳 児 ５，０６０円 １，３３０円 

定員区分 年齢区分 賃金改善部分 
国家公務員給与改定対

応部分 

１５人まで 

４ 歳 以 上 児 ４，２８０円 ７９０円 

３ 歳 以 上 児 ４，６６０円 １，０２０円 

満 ３ 歳 児 ５，２６０円 １，１９０円 

１６人から 

２５人まで 

４ 歳 以 上 児 ２，５８０円 ５００円 

３ 歳 以 上 児 ２，９６０円 ７４０円 

満 ３ 歳 児 ３，５６０円 ９１０円 

２６人から 

３５人まで 

４ 歳 以 上 児 １，９１０円 ３８０円 

３ 歳 以 上 児 ２，２９０円 ６１０円 

満 ３ 歳 児 ２，８９０円 ７９０円 

３６人から 

４５人まで 

４ 歳 以 上 児 １，５２０円 ３５０円 

３ 歳 以 上 児 １，９００円 ４６０円 

満 ３ 歳 児 ２，５１０円 ６３０円 

４６人から 

６０人まで 

４ 歳 以 上 児 １，２４０円 ２８０円 

３ 歳 以 上 児 １，６２０円 ３９０円 

満 ３ 歳 児 ２，２３０円 ５７０円 

６１人から 

７５人まで 

４ 歳 以 上 児 １，０９０円 ２６０円 

３ 歳 以 上 児 １，４６０円 ３８０円 

満 ３ 歳 児 ２，０７０円 ５５０円 

７６人から 

９０人まで 

４ 歳 以 上 児 ９８０円 ２５０円 

３ 歳 以 上 児 １，３６０円 ３６０円 

満 ３ 歳 児 １，９６０円 ５３０円 



９１人から 

１０５人まで 

４ 歳 以 上 児 １，０３０円 ２２０円 

３ 歳 以 上 児 １，４１０円 ３３０円 

満 ３ 歳 児 ２，０１０円 ５００円 

１０６人から 

１２０人まで 

４ 歳 以 上 児 ９６０円 ２００円 

３ 歳 以 上 児 １，３４０円 ３２０円 

満 ３ 歳 児 １，９４０円 ４９０円 

１２１人から１

３５人まで 

４ 歳 以 上 児 ９２０円 ２００円 

３ 歳 以 上 児 １，３００円 ３２０円 

満 ３ 歳 児 １，９００円 ４９０円 

１３６人から１

５０人まで 

４ 歳 以 上 児 ８７０円 ２００円 

３ 歳 以 上 児 １，２５０円 ４３０円 

満 ３ 歳 児 １，８６０円 ６００円 

１５１人から１

８０人まで 

４ 歳 以 上 児 ８００円 １８０円 

３ 歳 以 上 児 １，１８０円 ２９０円 

満 ３ 歳 児 １，７９０円 ４７０円 

１８１人から２

１０人まで 

４ 歳 以 上 児 ７５０円 １６０円 

３ 歳 以 上 児 １，１３０円 ２７０円 

満 ３ 歳 児 １，７４０円 ４４０円 

２１１人から２

４０人まで 

４ 歳 以 上 児 ７２０円 １８０円 

３ 歳 以 上 児 １，１００円 ４１０円 

満 ３ 歳 児 １，７００円 ５８０円 

２４１人から２

７０人まで 

４ 歳 以 上 児 ６８０円 １５０円 

３ 歳 以 上 児 １，０６０円 ２７０円 

満 ３ 歳 児 １，６７０円 ４４０円 

２７１人から３

００人まで 

４ 歳 以 上 児 ６６０円 ２７０円 

３ 歳 以 上 児 １，０４０円 ２７０円 

満 ３ 歳 児 １，６４０円 ４４０円 

３０１人以上 
４ 歳 以 上 児 ６４０円 １５０円 

３ 歳 以 上 児 １，０２０円 ２６０円 



 

４ 小規模保育事業Ａ型 

 

５ 幼稚園 

満 ３ 歳 児 １，６２０円 ４３０円 

定員区分 年齢区分 賃金改善部分 
国家公務員給与改定対

応部分 

６人から 

１２人 

１ 、 ２ 歳 児 ６，８５０円 １，３４０円 

乳 児 ９，１１０円 ２，０００円 

１３人から 

１９人まで 

１ 、 ２ 歳 児 ５，１７０円 １，２２０円 

乳 児 ７，４３０円 １，９５０円 

定員区分 年齢区分 賃金改善部分 
国家公務員給与改定対

応部分 

１５人まで 

４ 歳 以 上 児 ４，４６０円 １，０００円 

３ 歳 以 上 児 ４，８４０円 １，２３０円 

満 ３ 歳 児 ５，５３０円 １，４３０円 

１６人から 

２５人まで 

４ 歳 以 上 児 ２，７００円 ６１０円 

３ 歳 以 上 児 ３，０８０円 ８４０円 

満 ３ 歳 児 ３，７７０円 １，０４０円 

２６人から 

３５人まで 

４ 歳 以 上 児 １，９４０円 ４３０円 

３ 歳 以 上 児 ２，３３０円 ５４０円 

満 ３ 歳 児 ３，０１０円 ７４０円 

３６人から 

４５人まで 

４ 歳 以 上 児 １，７６０円 ４１０円 

３ 歳 以 上 児 ２，１４０円 ６５０円 

満 ３ 歳 児 ２，８３０円 ８４０円 

４６人から 

６０人まで 

４ 歳 以 上 児 １，６９０円 ４１０円 

３ 歳 以 上 児 ２，０７０円 ５２０円 

満 ３ 歳 児 ２，７６０円 ７２０円 

６１人から ４ 歳 以 上 児 １，４４０円 ３６０円 



７５人まで ３ 歳 以 上 児 １，８２０円 ６００円 

満 ３ 歳 児 ２，５１０円 ７９０円 

７６人から 

９０人まで 

４ 歳 以 上 児 １，２７０円 ３１０円 

３ 歳 以 上 児 １，６５０円 ４２０円 

満 ３ 歳 児 ２，３４０円 ６２０円 

９１人から 

１０５人まで 

４ 歳 以 上 児 １，１８０円 ４１０円 

３ 歳 以 上 児 １，５６０円 ４００円 

満 ３ 歳 児 ２，２５０円 ６００円 

１０６人から 

１２０人まで 

４ 歳 以 上 児 １，０８０円 ２６０円 

３ 歳 以 上 児 １，４６０円 ３７０円 

満 ３ 歳 児 ２，１５０円 ５７０円 

１２１人から１

３５人まで 

４ 歳 以 上 児 １，０２０円 ２５０円 

３ 歳 以 上 児 １，４００円 ４８０円 

満 ３ 歳 児 ２，０９０円 ６８０円 

１３６人から１

５０人まで 

４ 歳 以 上 児 ９６０円 ２４０円 

３ 歳 以 上 児 １，３４０円 ４８０円 

満 ３ 歳 児 ２，０３０円 ６７０円 

１５１人から１

８０人まで 

４ 歳 以 上 児 ８７０円 ２１０円 

３ 歳 以 上 児 １，２６０円 ３２０円 

満 ３ 歳 児 １，９４０円 ５２０円 

１８１人から２

１０人まで 

４ 歳 以 上 児 ８１０円 ２１０円 

３ 歳 以 上 児 １，２００円 ４４０円 

満 ３ 歳 児 １，８８０円 ６４０円 

２１１人から２

４０人まで 

４ 歳 以 上 児 ７７０円 ２００円 

３ 歳 以 上 児 １，１５０円 ４４０円 

満 ３ 歳 児 １，８４０円 ６３０円 

２４１人から２

７０人まで 

４ 歳 以 上 児 ７３０円 ３００円 

３ 歳 以 上 児 １，１２０円 ２９０円 

満 ３ 歳 児 １，８００円 ４９０円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２７１人から３

００人まで 

４ 歳 以 上 児 ７１０円 １８０円 

３ 歳 以 上 児 １，０９０円 ２９０円 

満 ３ 歳 児 １，７８０円 ４９０円 

３０１人以上 

４ 歳 以 上 児 ６４０円 １６０円 

３ 歳 以 上 児 １，０３０円 ３９０円 

満 ３ 歳 児 １，７２０円 ５９０円 



第１号様式（第６条関係） 

 

綾瀬市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例助成金交付申請書 

 

年  月  日  

（宛先）綾瀬市長 

 

申請者 所 在 地              

名   称              

代表者氏名              

              

年度綾瀬市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例助成金の交付を受けた

いので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

１ 対象施設 

２  交付申請額                                      円 

３  添付書類 

  保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書（第２号様式） 

  賃金改善内訳（職員別内訳）（第３号様式） 

  同一事業者内における拠出見込額・受入見込額一覧表（第４号様式） 



第２号様式（第６条関係）

令和４年 月 日

１．補助額

① 事業実施期間 令和４年 月 令和４年 月

令和３年度

② 補助見込額(賃金改善部分)

③ 同一事業者内における拠出見込額・受入見込額

④ 調整後補助見込額(賃金改善部分)(②＋③)

令和４年度

⑤ 補助見込額(賃金改善部分)

⑥ 同一事業者内における拠出見込額・受入見込額

⑦ 調整後補助見込額(賃金改善部分)(⑤＋⑥)

⑧ 補助見込額(国家公務員給与改定対応部分)

⑨ 調整後補助見込額合計(賃金改善部分)(④＋⑦)

⑩ 補助見込額合計(②＋⑤＋⑧)

２．賃金改善額

令和３年度

① 賃金改善見込額

②

令和４年度

③ 賃金改善見込額

⑥

⑦

上記の内容について、全ての職員に対し周知をした上で、提出していることを証明いたします。

令和４年 月 日

⑩

本事業による賃金改善に係る計画の具体的内容を職
員に周知している

⑧

令和４年10月以降における本事業により講じた賃金
改善の水準維持

令和４年度の賃金に関する規程について、令和３年
人事院勧告を受けた国家公務員給与の改定に伴う公
定価格の引下げに関わらず、当該引下げに係る分を
賃金水準に反映していないこと。

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書

⑨

市 町 村 名

施 設 ・ 事 業 所 名

施設・事業所類型

施設・事業所番号

（0.0%）

0円

0円

事 業 者 名
代 表 者 名

0円

賃金改善額合計((①＋②)＋(③＋⑥)) 0円

賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

(⑤基本給及び決まって毎月支払う手当の割合)

～

③・⑥欄については、同一設置者・事業者が運営する他の施設・事業所から本事業の補助額の一部を受け入れ
た場合には当該金額を正の値で、他の施設・事業所へ拠出した場合は当該金額を負の値で記入すること。

0円

賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分 0円

0円

④基本給及び決まって毎月支払う手当 0円

※ ②・⑤・⑧欄については、補助基準額、年齢別平均利用児童数(見込)及び事業実施月数により算定された金額
を記入すること。

※

0円

0円

 



第３号様式（第６条関係）

賃金改善内訳(職員別内訳)

基本給及び決
まって毎月支払

う手当
その他

1 0円

2 0円

3 0円

4 0円

5 0円

6 0円

7 0円

8 0円

9 0円

10 0円

11 0円

12 0円

13 0円

14 0円

15 0円

16 0円

17 0円

18 0円

19 0円

20 0円

21 0円

22 0円

23 0円

24 0円

25 0円

26 0円

27 0円

28 0円

29 0円

30 0円

0円 0円 0円 0円

※1

※2

※3　

※4

※5
※6

※7

施設・事業所名

職員の職種（施設長、主任保育士、保育士、調理員、事務職員　等）を記入すること。

「常勤」とは、原則として施設で定めた勤務時間（所定労働時間）の全てを勤務する者、又は１日６時間以上かつ20日以上勤務している者をいい、「非常
勤」とは常勤以外の者をいう。

常勤換算値について、常勤の者については1.0とし、非常勤の者については、以下の算式によって得た値とする。
〔算式〕
　常勤以外の職員の１か月の勤務時間数の合計÷各施設・事業所の就業規則等で定めた常勤職員の１か月の勤務時間数　＝　常勤換算値

賃金改善に伴い
増加する法定福
利費等の事業主
負担分　※6

賃金改善見込額　※5 賃金改善に伴い
増加する法定福
利費等の事業主
負担分　※6

賃金改善
見込額
※5

No 職員名 備考　※7
常勤換算値

※4
職種
※2

常勤・非
常勤の別

※3

令和４年度

【記入における留意事項】

施設・事業所に現に勤務している職員全員(職種を問わず、非常勤を含む。)を記入すること。

総額

賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分については以下の算式により算定することを標準とする。
〔算式〕
令和２年度における法定福利費等の事業主負担分の総額÷令和２年度における賃金の総額×賃金改善額

賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分を除く。

備考欄には、事業実施期間中の採用や退職がある場合にはその旨、また、賃金改善額が他の職員と比較して高額(低額、賃金改善を実施しない場合も含む)
である場合についてはその理由を記入すること。

令和３年度

 



第４号様式（第６条関係）

　 施設・事業所名

番号 都道府県名 市町村名 施設・事業所名※
他事業所へ
の拠出額

他事業所か
らの受入額

例１ ○○県 ○○市 ○○保育所 200,000円

0円 0円

※

合計

同一事業者が運営する全ての施設・事業所(特定教育・保育施設及び特定地域
型保育事業所、特例保育を提供する施設)について記入すること。

同一事業者内における拠出見込額・受入見込額一覧表

 



第５号様式（第７条関係） 

 

綾瀬市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例助成金交付決定通知書 

 

年    月    日 

 

                            様 

 

                                                綾瀬市長                □印  

 

          年    月    日付けで申請がありました        年度綾瀬市保育士・幼稚

園教諭等処遇改善臨時特例助成金の交付については、次のとおり決定しました。 

 

１  助成金額                              円 

２  助成条件 



第６号様式（第８条関係） 

 

綾瀬市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例助成金変更交付申請書 

 

年    月    日 

 

（宛先）綾瀬市長 

 

申請者 所 在 地              

名   称              

代表者氏名              

 

         年    月    日付けで決定を受けた        年度綾瀬市保育士・幼稚園教

諭等処遇改善臨時特例助成金を次のとおり変更したいので、関係書類を添えて申請し

ます。 

 

１  変更の内容 

２  変更の理由 

 

 

３  添付書類 

  保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書（第２号様式） 

  賃金改善内訳（職員別内訳）（第３号様式） 

  同一事業者内における拠出見込額・受入見込額一覧表（第４号様式） 

 

 

 

変更前の額 変更後の額 

 

 

 



第７号様式（第９条関係） 

 

綾瀬市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例助成金変更交付決定通知書 

 

年    月    日 

 

                            様 

 

                                                綾瀬市長                □印  

 

          年    月    日付けで申請がありました        年度綾瀬市保育士・幼稚

園教諭等処遇改善臨時特例助成金変更交付申請の内容を審査した結果、次のとおり決

定しました。 

 

１  助成金額                              円 

      既 交 付 決 定 額                           円（        年    月    日決定） 

      今回変更（増減）額                  円 

２  助成条件 



第８号様式（第１０条関係） 

 

綾瀬市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例助成金実績報告書 

 

 年    月    日 

 

（宛先）綾瀬市長 

 

報告者 所 在 地              

名   称              

代表者氏名              

 

         年    月    日付けで交付決定を受けた        年度綾瀬市保育士・幼稚

園教諭等処遇改善臨時特例助成金に係る助成事業を次のとおり報告します。 

 

１ 所要額、交付決定額及び受入済額 

所要額 交付決定額 受入済額 
                     円 
 

                     円 
 

                      円 
 

 

２  添付書類 

  保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書（第９号様式） 

  賃金改善内訳（職員別内訳）（第１０号様式） 

  同一事業者内における拠出実績額・受入実績額一覧表（第１１号様式） 

 



第９号様式（第１０条関係）

令和４年 月 日

１．補助額

① 事業実施期間 令和４年 月 令和４年 月

令和３年度

② 補助実績額(賃金改善部分)

③ 同一事業者内における拠出実績額・受入実績額

④ 調整後補助実績額(賃金改善部分)(②＋③)

令和４年度

⑤ 補助実績額(賃金改善部分)

⑥ 同一事業者内における拠出実績額・受入実績額

⑦ 調整後補助実績額(賃金改善部分)(⑤＋⑥)

⑧ 補助実績額(国家公務員給与改定対応部分)

⑨ 調整後補助実績額合計(賃金改善部分)(④＋⑦)

⑩ 補助実績額合計(②＋⑤＋⑧)

２．賃金改善額

令和３年度

① 賃金改善実績額

②

令和４年度

③ 賃金改善実績額

⑥

⑦

※ 賃金改善前後の賃金を定める規定等、必要な書類を添付すること。

上記の内容について、全ての職員に対し周知をした上で、提出していることを証明いたします。

令和４年 月 日

0円

0円

0円

0円

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書

市 町 村 名

施 設 ・ 事 業 所 名

施設・事業所類型

施設・事業所番号

～

0円

※ ②・⑤・⑧欄については、補助基準額、年齢別平均利用児童数(見込)及び事業実施月数により算定された金額
を記入すること。

賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分 0円

※ ③・⑥欄については、同一設置者・事業者が運営する他の施設・事業所から本事業の補助額の一部を受け入れ
た場合には当該金額を正の値で、他の施設・事業所へ拠出した場合は当該金額を負の値で記入すること。

0円

④基本給及び決まって毎月支払う手当 0円

(⑤基本給及び決まって毎月支払う手当の割合) （0.0%）

賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分 0円

賃金改善額合計((①＋②)＋(③＋⑥)) 0円

⑧ 本事業による賃金改善に係る計画の具体的内容を職
員に周知している

⑨ 令和４年度の賃金に関する規程について、令和３年
人事院勧告を受けた国家公務員給与の改定に伴う公
定価格の引下げに関わらず、当該引下げに係る分を
賃金水準に反映していないこと。

代 表 者 名
事 業 者 名

⑩ 令和４年10月以降における本事業により講じた賃金
改善の水準維持



第１０号様式（第１０条関係）

賃金改善内訳(職員別内訳)

令和３年度

平均 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 平均

1 0円

2 0円

3 0円

4 0円

5 0円

6 0円

7 0円

8 0円

9 0円

10 0円

11 0円

12 0円

13 0円

14 0円

15 0円

16 0円

17 0円

18 0円

19 0円

20 0円

21 0円

22 0円

23 0円

24 0円

25 0円

26 0円

27 0円

28 0円

29 0円

30 0円

0円 0円 0円 0円

※1

※2

※3　

※4

※5
※6

※7

※8

その他
基本給及び決
まって毎月支
払う手当

「常勤」とは、原則として施設で定めた勤務時間（所定労働時間）の全てを勤務する者、又は１日６時間以上かつ20日以上勤務している者をいい、「非常勤」とは常勤以外の者をいう。

常勤換算値について、常勤の者については1.0とし、非常勤の者については、以下の算式によって得た値を記入すること。
〔算式〕
　常勤以外の職員の１か月の勤務時間数の合計÷各施設・事業所の就業規則等で定めた常勤職員の１か月の勤務時間数＝常勤換算値

総額

【記入における留意事項】

賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分については以下の算式により算定することを標準とする。
〔算式〕
令和２年度における法定福利費等の事業主負担分の総額÷令和２年度における賃金の総額×賃金改善額

備考欄には、事業実施期間中の採用や退職がある場合にはその旨、また、賃金改善額が他の職員と比較して高額(低額、賃金改善を実施しない場合も含む)である場合についてはその理由を記入すること。

職員ごとの賃金改善月額について以下の算式によって得た金額を記入すること。
〔算式〕
当該月における賃金改善額÷常勤換算値＝賃金改善月額

施設・事業所に現に勤務している職員全員(職種を問わず、非常勤を含む。)を記入すること。

職員の職種（施設長、主任保育士、保育士、調理員、事務職員　等）を記入すること。

賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分を除く。

施設・事業所名

No 職員名
職種
※2

常勤・非
常勤の別

※3

常勤換算値
※4

令和３年度 令和４年度

備考　※8賃金改善額
※5

賃金改善に伴
い増加する法
定福利費等の
事業主負担分
※6

賃金改善額　※5 賃金改善に伴
い増加する法
定福利費等の
事業主負担分
※6

令和４年度

賃金改善月額　※7



第１１号様式（第１０条関係）

施設・事業所名

番号 都道府県名 市町村名 施設・事業所名※
他事業所へ
の拠出額

他事業所か
らの受入額

例１ ○○県 ○○市 ○○保育所 200,000円

0円 0円

※

同一事業者内における拠出実績額・受入実績額一覧表

合計

同一事業者が運営する全ての施設・事業所(特定教育・保育施設及び特定地域
型保育事業所、特例保育を提供する施設)について記入すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１２号様式（第１１条関係） 

 

綾瀬市保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例助成金請求書 

 

年  月  日 

 

（宛先）綾 瀬 市 長 

 

                      所在地 

                 請求者  施設等名 

代表者名           

                      電 話 

 

綾瀬市保育士等処遇改善臨時特例助成金交付要綱第１２条の規定に基づき、次のと

おり助成金の交付を請求します。 

 

助成金の交付 

決  定  額 
                     円 

助  成  金 

請 求 額       
                     円 

添 付 書 類       
 

 

 

口    座 

フ リ ガ ナ       

口座名義人  

金融機関名  支 店 名      

預 金 種 目       口座番号  

 

 


